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(57)【要約】
【課題】状況に応じて自動的な取引を可能とするプラッ
トフォームが提供される。
【解決手段】コントローラは、商品を消費する対象から
当該商品の消費状態に関する情報を取得する状態情報取
得部と、取得した情報に基づいて予め定められた条件が
満たされたと判断すると、当該商品を購入するための購
入要求を生成して外部へ送信する要求生成部とを含む。
購入要求は、購入を希望する商品を特定する情報を含む
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品を消費する対象から当該商品の消費状態に関する情報を取得する状態情報取得部と
、
　前記取得した情報に基づいて予め定められた条件が満たされたと判断すると、当該商品
を購入するための購入要求を生成して外部へ送信する要求生成部とを備え、
　前記購入要求は、購入を希望する商品を特定する情報を含む、コントローラ。
【請求項２】
　前記要求生成部は、購入を希望する商品の数、および、商品を購入する際の希望価格の
少なくとも一方を含む、請求項１に記載のコントローラ。
【請求項３】
　前記要求生成部は、前記取得した情報に基づいて決定される配送期限を含む、請求項１
または２に記載のコントローラ。
【請求項４】
　前記状態情報取得部は、前記商品の残量をセンシングするセンシング部を含む、請求項
１～３のいずれか１項に記載のコントローラ。
【請求項５】
　前記状態情報取得部は、前記商品を消費する対象が管理している情報を取得するインタ
ーフェイスを含む、請求項１～４のいずれか１項に記載のコントローラ。
【請求項６】
　前記要求生成部は、前記購入要求に電子署名を付与して外部へ送信する、請求項１～５
のいずれか１項に記載のコントローラ。
【請求項７】
　前記要求生成部は、前記購入要求に前記コントローラの位置情報を含めて外部へ送信す
る、請求項１～６のいずれか１項に記載のコントローラ。
【請求項８】
　認証済みＩＰアドレスを用いて、前記購入要求の送信先との間でデータ通信を行う通信
部をさらに備える、請求項１～７のいずれか１項に記載のコントローラ。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載のコントローラと、
　商品を販売するための販売要求を生成して外部へ送信する第２の要求生成部と、
　互いの要求内容が合致する前記購入要求と前記販売要求との組を決定するマッチング処
理部とを備える、商品取引システム。
【請求項１０】
　コンピュータで実行される自動注文プログラムであって、前記コンピュータに
　商品を消費する対象から当該商品の消費状態に関する情報を取得するステップと、
　前記取得した情報に基づいて予め定められた条件が満たされたか否かを判断するステッ
プと、
　前記予め定められた条件が満たされたと判断すると、当該商品を購入するための購入要
求を生成して外部へ送信するステップとを実行させ、
　前記購入要求は、購入を希望する商品を特定する情報を含む、自動注文プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、電子的な商品の取引を実現できるコントローラ、商品取引システムおよび自
動注文プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の流通システムにおいては、生産者から小売りを介して買い手の元へ商品が届けら
れる。このような流通システムに対して、例えば、特開２０１９－１２８８１４号公報（
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特許文献１）は、マーケットを活性化できる電子売買システムを開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１９－１２８８１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の特許文献１に開示される電子売買システムは、購入者と販売者との間の商品売買
を支援するものであるが、このような従来の電子売買システムは、購入者と販売者との間
の遣り取りを電子的に行うに過ぎず、取引の開始自体は人間の判断によって決定される。
【０００５】
　本開示は、状況に応じて自動的な取引を可能とするプラットフォームを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示のある形態に従うコントローラは、商品を消費する対象から当該商品の消費状態
に関する情報を取得する状態情報取得部と、取得した情報に基づいて予め定められた条件
が満たされたと判断すると、当該商品を購入するための購入要求を生成して外部へ送信す
る要求生成部とを含む。購入要求は、購入を希望する商品を特定する情報を含む。
【０００７】
　要求生成部は、購入を希望する商品の数、および、商品を購入する際の希望価格の少な
くとも一方を含んでいてもよい。
【０００８】
　要求生成部は、取得した情報に基づいて決定される配送期限を含んでいてもよい。
　状態情報取得部は、商品の残量をセンシングするセンシング部を含んでいてもよい。
【０００９】
　状態情報取得部は、商品を消費する対象が管理している情報を取得するインターフェイ
スを含んでいてもよい。
【００１０】
　要求生成部は、購入要求に電子署名を付与して外部へ送信するようにしてもよい。
　要求生成部は、購入要求にコントローラの位置情報を含めて外部へ送信するようにして
もよい。
【００１１】
　コントローラは、認証済みＩＰアドレスを用いて、購入要求の送信先との間でデータ通
信を行う通信部をさらに含んでいてもよい。
【００１２】
　本開示の別の形態に従う商品取引システムは、上記のコントローラと、商品を販売する
ための販売要求を生成して外部へ送信する第２の要求生成部と、互いの要求内容が合致す
る前記購入要求と前記販売要求との組を決定するマッチング処理部とを含む。
【００１３】
　本開示のさらに別の形態に従うコンピュータで実行される自動注文プログラムは、コン
ピュータに、商品を消費する対象から当該商品の消費状態に関する情報を取得するステッ
プと、取得した情報に基づいて予め定められた条件が満たされたか否かを判断するステッ
プと、予め定められた条件が満たされたと判断すると、当該商品を購入するための購入要
求を生成して外部へ送信するステップとを実行させる。購入要求は、購入を希望する商品
を特定する情報を含む。
【発明の効果】
【００１４】
　本開示によれば、状況に応じて自動的な取引を可能とするプラットフォームを実現でき
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る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施の形態に従う商品取引システムにおける処理の概要を説明するための図で
ある。
【図２】本実施の形態に従う商品取引システムを構成する消費エンティティの構成例を示
す模式図である。
【図３】本実施の形態に従う商品取引システムを構成する供給者において用いられる供給
者端末の構成例を示す模式図である。
【図４】本実施の形態に従う商品取引システムを構成する運営サーバの構成例を示す模式
図である。
【図５】本実施の形態に従う商品取引システムの自動注文機能の処理手順を示すフローチ
ャートである。
【図６】本実施の形態に従う商品取引システムのコントローラによる状態値を取得するた
めの構成例を示す模式図である。
【図７】本実施の形態に従う商品取引システムのコントローラによる状態値を取得するた
めの別の構成例を示す模式図である。
【図８】本実施の形態に従う商品取引システムのコントローラが生成する購入要求の一例
を示す模式図である。
【図９】本実施の形態に従う商品取引システムの供給者端末が提供するユーザインターフ
ェイス画面の一例を示す模式図である。
【図１０】本実施の形態に従う商品取引システムの運営サーバによるユーザ管理の一例を
説明するための図である。
【図１１】本実施の形態に従う商品取引システムの運営サーバにおけるマッチング処理の
処理手順を示すフローチャートである。
【図１２】本実施の形態に従う商品取引システムの運営サーバにおけるマッチング処理の
処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】本実施の形態に従う商品取引システムにおいて利用される配送費定義の一例を
示す図である。
【図１４】本実施の形態に従う商品取引システムにおいて利用される配送費定義の別の一
例を示す図である。
【図１５】本実施の形態に従う別の商品取引システムにおける処理の概要を説明するため
の図である。
【図１６】本実施の形態に従うさらに別の商品取引システムにおける処理の概要を説明す
るための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本開示に係る実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中の
同一または相当部分については、同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【００１７】
　＜Ａ．商品取引システム１＞
　まず、本実施の形態に従う商品取引システム１について説明する。商品取引システム１
は、任意の消費エンティティからの商品の購入要求に応じた取引を可能にするプラットフ
ォームを提供する。
【００１８】
　図１は、本実施の形態に従う商品取引システム１における処理の概要を説明するための
図である。図１を参照して、商品取引システム１は、１または複数の商品を消費する１ま
たは複数の消費エンティティ１０と、当該１または複数の商品の少なくとも一部を提供す
る１または複数の供給者２０と、１または複数の消費エンティティ１０、ならびに、１ま
たは複数の供給者２０のいずれからもアクセス可能な運営サーバ３００とを含む。
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【００１９】
　商品取引システム１において取り扱われる商品としては、特に制限はないが、日用品や
消耗品などの繰り返しの購入が想定されているものが好適である。
【００２０】
　本明細書において、「消費エンティティ１０」は、任意の商品を消費するエンティティ
（主体）を包含するものであり、典型的には、当該商品を消費することが想定されている
、個人などの自然人、店舗や事業所などの非自然人（団体や法人を含む）、コンピュータ
や演算機能を備えたデバイスなどを含む。「消費エンティティ１０」は、商品の取引に関
して何らかの意思決定が可能な任意のエンティティ（主体）を包含する概念である。
【００２１】
　本明細書において、「供給者２０」は、任意の商品を提供するエンティティ（主体）を
包含するものであり、典型的には、当該商品の生産者あるいは輸入者などが想定される。
「供給者２０」は、任意の商品を保管または管理する物流会社であってもよいし、コンピ
ュータや演算機能を備えたデバイスであってもよい。「供給者２０」は、「消費エンティ
ティ１０」と同様に、商品の取引に関して何らかの意思決定が可能な任意のエンティティ
（主体）を包含する概念である。
【００２２】
　以下の説明においては、主として、消費エンティティ１０がコンピュータや演算機能を
備えたデバイスである例について説明する。図１には、一例として、ユーザの操作などを
介することなく、状況に応じて、洗濯機から洗剤や柔軟剤などが自動的に注文される構成
を示す。
【００２３】
　消費エンティティ１０の各々は、予め定められた条件（客観的および主観的の両方を含
む）が満たされると、購入を希望する任意の商品および数を特定するための情報を含む購
入要求１２を運営サーバ３００へ送信する。なお、購入要求１２には、購入を希望する価
格を含んでいてもよい。
【００２４】
　一方、供給者２０の各々は、販売を希望する任意の商品および当該商品を提供可能な数
を特定するための情報を含む販売要求２２を運営サーバ３００へ送信する。なお、販売要
求２２には、販売を希望する価格を含んでいてもよい。
【００２５】
　運営サーバ３００は、１または複数の消費エンティティ１０からの購入要求１２と、１
または複数の供給者２０からの販売要求２２とを比較して、購入要求１２の要求内容と販
売要求２２の要求内容とが合致するか否かを判断する（以下、「マッチング処理」とも称
す。）。すなわち、運営サーバ３００は、互いの要求内容が合致する購入要求１２と販売
要求２２との組を決定するマッチング処理機能を有している。そして、購入要求１２と販
売要求２２とが合致すると、取引成立と決定する。
【００２６】
　運営サーバ３００は、取引成立と決定された販売要求２２に対応する供給者２０に対し
て、取引成立の旨を通知するとともに、取引の対象になった商品を消費エンティティ１０
へ配送する。なお、商品の配送については、供給者２０自身が行ってもよいが、典型的に
は、任意の配送者３０が行ってもよい。
【００２７】
　運営サーバ３００は、後述するように、消費エンティティ１０と供給者２０との間の決
済処理も担当する。
【００２８】
　以下、本実施の形態に従う商品取引システム１の構成、機能および処理の詳細について
説明する。
【００２９】
　＜Ｂ．ハードウェア構成＞
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　次に、本実施の形態に従う商品取引システム１のハードウェア構成の一例について説明
する。
【００３０】
　（ｂ１：消費エンティティ１０）
　図２は、本実施の形態に従う商品取引システム１を構成する消費エンティティ１０の構
成例を示す模式図である。消費エンティティ１０は、コンピュータの一種であるコントロ
ーラ１００を主たる構成として実現されてもよい。
【００３１】
　図２を参照して、コントローラ１００は、主たるコンポーネントとして、処理回路（pr
ocessing circuitry）である制御部１１０を含む。制御部１１０は、本実施の形態に従う
機能の提供および処理の実行を実現するための演算主体である。
【００３２】
　制御部１１０は、図２に示すようなプロセッサおよびメモリを用いて、メモリに格納さ
れたコンピュータ可読命令（computer readable instructions）をプロセッサが実行する
ように構成されてもよい。あるいは、コンピュータ可読命令に相当する回路が組み込まれ
たＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）などのハードワイヤード回路
を用いて制御部１１０を実現してもよい。さらにあるいは、ＦＰＧＡ（Field-Programmab
le Gate Array）上にコンピュータ可読命令に相当する回路を実現することで制御部１１
０を実現してもよい。また、プロセッサおよびメモリ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡなどを適宜組
み合わせて制御部１１０を実現してもよい。
【００３３】
　図２に示すようなプロセッサおよびメモリを用いた構成において、制御部１１０は、プ
ロセッサ１０２と、主メモリ１０４と、ストレージ１０６とを含む。
【００３４】
　プロセッサ１０２は、コンピュータ可読命令を順次読出して実行する演算回路である。
プロセッサ１０２は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＭＰＵ（Micro Pro
cessing Unit）、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）などで構成される。複数のプロセ
ッサ１０２を用いて制御部１１０を実現してもよいし（マルチプロセッサの構成）、複数
のコアを有するプロセッサを用いて制御部１１０を実現してもよい（マルチコアの構成）
。
【００３５】
　主メモリ１０４は、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）やＳＲＡＭ（Static R
andom Access Memory）などの揮発性記憶装置である。プロセッサ１０２は、ストレージ
１０６に格納された各種プログラムのうち、指定されたプログラムを主メモリ１０４上に
展開し、主メモリ１０４と協働することで、本実施の形態に従う各種処理を実現する。
【００３６】
　ストレージ１０６は、例えば、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、ＳＳＤ（Solid State Dri
ve）、フラッシュメモリなどの不揮発性記憶装置である。ストレージ１０６には、プロセ
ッサ１０２で実行される各種プログラムや各種データが格納されている。典型的には、ス
トレージ１０６は、後述するような自動注文機能を実現するための自動注文プログラム１
０８を格納している。
【００３７】
　図２に示すようなプロセッサ１０２がメモリに格納されたコンピュータ可読命令を実行
する構成において、メモリはストレージ１０６に相当する。
【００３８】
　コントローラ１００は、さらに、ＧＰＳ（Global Positioning System）１１２と、ネ
ットワークインターフェイス１２０と、内部インターフェイス１３０と、センシング部１
４０と、出力部１５０とを含む。
【００３９】
　ＧＰＳ１１２は、コントローラ１００の位置情報を取得する。なお、ＧＰＳ１１２とし
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ては、任意のＧＮＳＳ（Global Navigation Satellite System）を採用できる。
【００４０】
　ネットワークインターフェイス１２０は、ネットワークを介して運営サーバ３００との
間でデータ通信を行う。ネットワークインターフェイス１２０は、有線および無線のいず
れで構成してもよい。ネットワークインターフェイス１２０を有線で構成する場合には、
例えば、イーサネット（登録商標）ポート、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）ポート、Ｉ
ＥＥＥ１３９４などのシリアルポート、レガシーなパラレルポートといった有線接続端子
を含んでいてもよい。また、ネットワークインターフェイス１２０を無線で構成する場合
には、デバイス、ルータ、移動体基地局などと無線通信するための処理回路およびアンテ
ナなどを含んでもよい。ネットワークインターフェイス１２０が対応する無線通信は、例
えば、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録
商標）、ＬＰＷＡ（Low Power Wide Area）、ＧＳＭ（登録商標）、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＣＤ
ＭＡ２０００、ＬＴＥ（Long Term Evolution）、第５世代移動通信システム（５Ｇ）の
いずれであってもよい。
【００４１】
　内部インターフェイス１３０およびセンシング部１４０は、商品を消費する対象（この
場合には、機器５０）から当該商品の消費状態に関する情報を取得する状態情報取得部に
相当する。ここで、「商品の消費状態に関する情報」は、対象の商品の注文要否を判断す
るために必要な情報を包含する概念である。典型的には、「商品の消費状態に関する情報
」は、対象に残っている商品の数もしくは量、対象における商品の消費総量もしくは消費
速度、対象における商品の追加もしくは消費に係る履歴、対象における商品の追加もしく
は消費に係る時間的変化といった、商品の消費に係る任意の情報を含む。
【００４２】
　内部インターフェイス１３０は、例えば、洗濯機などの機器５０との間でデータ通信を
行う。内部インターフェイス１３０は、機器５０に実装されている制御ロジックから必要
な状態値を取得することができる。典型的には、内部インターフェイス１３０は、商品を
消費する対象が管理している情報（例えば、在庫情報や動作の履歴情報など）を取得する
。
【００４３】
　センシング部１４０は、洗濯機などの機器５０あるいは機器５０に関連する部分から必
要な情報をセンシングする。センシング部１４０としては、任意のセンサを用いることが
できる。典型的には、センシング部１４０は、商品の残量をセンシングするように構成さ
れてもよい。
【００４４】
　出力部１５０は、制御部１１０での処理結果などを外部へ提示するためのコンポーネン
トである。出力部１５０は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）や有機ＥＬ（El
ectro-Luminescence）ディスプレイなどであってもよい。また、出力部１５０は、任意の
インジケータやスピーカなどであってもよい。
【００４５】
　コントローラ１００は、セキュアストレージ１５２をさらに含んでいてもよい。セキュ
アストレージ１５２は、セキュアな処理を実現するために必要な情報を保持する記憶部で
ある。セキュアストレージ１５２は、ストレージ１０６と同様に、ハードディスク、ＳＳ
Ｄ、フラッシュメモリなどの不揮発性記憶装置で構成してもよい。この場合には、公知の
アクセス制限機能を付加することで、格納されているデータの改変などを防止するように
してもよい。また、ＴＰＭ（Trusted Platform Module）などのセキュリティチップを用
いて構成してもよい。さらに、ＲＦＩＤ（Radio Frequency IDentifier）タグなどを用い
て、必要な情報を保持するようにしてもよい。
【００４６】
　セキュアストレージ１５２には、例えば、電子証明書１５４と、秘密鍵および公開鍵か
らなる鍵ペア１５６と、識別情報１５８とが格納される。電子証明書１５４は、任意の発
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行者（典型的には、認証局）により発行される。鍵ペア１５６は、情報の改ざんやなりす
ましなどを防止するために、コントローラ１００から出力される情報に電子署名を付加す
る処理などに利用される。識別情報１５８は、コントローラ１００を一意に特定するため
の情報（例えば、シリアル番号や製造番号など）を含む。
【００４７】
　例えば、コントローラ１００は、運営サーバ３００へ送信する購入要求１２に、自身の
秘密鍵を用いて生成した電子署名を付加することで、運営サーバ３００および供給者端末
２００は、正規の購入要求１２であることを認証できる。このように、コントローラ１０
０は、生成した購入要求１２に電子署名を付与して外部へ送信するようにしてもよい。
【００４８】
　さらに、購入要求１２に、コントローラの識別情報１５８を含めたデータセットに対し
て、コントローラ１００の秘密鍵を用いて生成した電子署名を付加することで、購入要求
１２の要求元の正当性をより確実に認証することもできる。
【００４９】
　（ｂ２：供給者２０）
　図３は、本実施の形態に従う商品取引システム１を構成する供給者２０において用いら
れる供給者端末２００の構成例を示す模式図である。典型的には、供給者端末２００は、
汎用コンピュータを用いて実現される。
【００５０】
　図３を参照して、供給者端末２００は、主たるコンポーネントとして、１または複数の
プロセッサ２０１と、メインメモリ２０２と、ネットワークインターフェイス２０３と、
入力部２０４と、ディスプレイ２０５と、ストレージ２１０とを含む。これらのコンポー
ネントは、内部バス２０６を介して接続されている。
【００５１】
　プロセッサ２０１は、例えば、ＣＰＵやＧＰＵなどで構成される。複数のプロセッサ２
０１が配置されてもよいし、複数のコアを有するプロセッサ２０１を採用してもよい。
【００５２】
　メインメモリ２０２は、ＤＲＡＭやＳＲＡＭなどの揮発性記憶装置で構成される。スト
レージ２１０は、ハードディスクやＳＳＤなどの不揮発性記憶装置で構成され、プロセッ
サ２０１で実行される各種プログラムや各種データを保持する。ストレージ２１０に格納
されたプログラムのうち、指定されたプログラムコードがメインメモリ２０２上に展開さ
れ、プロセッサ２０１は、メインメモリ２０２上に展開されたプログラムコードに含まれ
るコンピュータ可読命令を順次実行することで、後述するような各種機能を実現する。
【００５３】
　典型的には、ストレージ２１０は、供給可能な商品の在庫を管理するための在庫管理プ
ログラム２１２と、在庫管理の対象となる各商品の状態を示す在庫情報２１８とを格納し
ている。
【００５４】
　ネットワークインターフェイス２０３は、ネットワークを介して運営サーバ３００との
間でデータ通信を行う。ネットワークインターフェイス２０３は、例えば、インターネッ
トを介した通信ができるように、イーサネット（登録商標）ポートを含んでいてもよい。
【００５５】
　入力部２０４は、任意の入力指示を受け付ける。ディスプレイ２０５は、プロセッサ２
０１での処理結果などを表示する。
【００５６】
　供給者端末２００の全部または一部は、コンピュータ可読命令に相当する回路が組み込
まれたＡＳＩＣなどのハードワイヤード回路を用いて実現してもよい。さらにあるいは、
ＦＰＧＡ上にコンピュータ可読命令に相当する回路を用いて実現してもよい。また、プロ
セッサ２０１およびメインメモリ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡなどを適宜組み合わせて実現して
もよい。
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【００５７】
　供給者端末２００は、コンピュータ可読命令からなる在庫管理プログラム２１２を格納
する非一過性（non-transitory）のメディアから、当該格納しているプログラムなどを読
み出すためのコンポーネントをさらに有していてもよい。メディアは、例えば、ＤＶＤ（
Digital Versatile Disc）などの光学メディア、ＵＳＢメモリなどの半導体メディアなど
であってもよい。在庫管理プログラム２１２は、メディアを介して供給者端末２００にイ
ンストールされるだけではなく、ネットワーク上の配信サーバから提供されるようにして
もよい。
【００５８】
　（ｂ３：運営サーバ３００）
　図４は、本実施の形態に従う商品取引システム１を構成する運営サーバ３００の構成例
を示す模式図である。典型的には、運営サーバ３００は、１または複数の汎用コンピュー
タを用いて実現される。
【００５９】
　図４を参照して、運営サーバ３００は、主たるコンポーネントとして、１または複数の
プロセッサ３０１と、メインメモリ３０２と、ネットワークインターフェイス３０３と、
入力部３０４と、ディスプレイ３０５と、ストレージ３１０とを含む。これらのコンポー
ネントは、内部バス３０６を介して接続されている。
【００６０】
　プロセッサ３０１は、例えば、ＣＰＵやＧＰＵ（Graphics Processing Unit）などで構
成される。複数のプロセッサ３０１が配置されてもよいし、複数のコアを有するプロセッ
サ３０１を採用してもよい。
【００６１】
　メインメモリ３０２は、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）やＳＲＡＭ（Stat
ic Random Access Memory）などの揮発性記憶装置で構成される。ストレージ３１０は、
ハードディスクやＳＳＤ（Solid State Drive）などの不揮発性記憶装置で構成され、プ
ロセッサ３０１で実行される各種プログラムや各種データを保持する。ストレージ３１０
に格納されたプログラムのうち、指定されたプログラムコードがメインメモリ３０２上に
展開され、プロセッサ３０１は、メインメモリ３０２上に展開されたプログラムコードに
含まれるコンピュータ可読命令を順次実行することで、後述するような各種機能を実現す
る。
【００６２】
　典型的には、ストレージ３１０は、マッチング処理を実現するためのマッチングプログ
ラム３１２と、決済処理を実現するための決済プログラム３１４と、要求キュー３１６と
、消費エンティティ１０および供給者２０に関する各種情報を含むユーザ情報３１８とを
格納している。要求キュー３１６は、１または複数の消費エンティティ１０からの１また
は複数の購入要求１２、および、１または複数の供給者２０からの１または複数の販売要
求２２を一時的に保持する。
【００６３】
　マッチングプログラム３１２および決済プログラム３１４は、コンピュータに消費エン
ティティ１０と供給者２０との間の商品取引を実行させるための商品取引プログラムに相
当する。
【００６４】
　ネットワークインターフェイス３０３は、消費エンティティ１０および供給者２０の端
末などとデータ交換を担当する。ネットワークインターフェイス３０３は、例えば、イン
ターネットを介した通信ができるように、イーサネット（登録商標）ポートを含んでいて
もよい。
【００６５】
　入力部３０４は、任意の入力指示を受け付ける。ディスプレイ３０５は、プロセッサ３
０１での処理結果などを表示する。
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【００６６】
　運営サーバ３００の全部または一部は、コンピュータ可読命令に相当する回路が組み込
まれたＡＳＩＣなどのハードワイヤード回路を用いて実現してもよい。さらにあるいは、
ＦＰＧＡ上にコンピュータ可読命令に相当する回路を用いて実現してもよい。また、プロ
セッサ３０１およびメインメモリ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡなどを適宜組み合わせて実現して
もよい。
【００６７】
　運営サーバ３００は、コンピュータ可読命令からなるマッチングプログラム３１２およ
び決済プログラム３１４を格納する非一過性のメディアから、当該格納しているプログラ
ムなどを読み出すためのコンポーネントをさらに有していてもよい。メディアは、例えば
、ＤＶＤなどの光学メディア、ＵＳＢメモリなどの半導体メディアなどであってもよい。
【００６８】
　マッチングプログラム３１２および決済プログラム３１４は、メディアを介して運営サ
ーバ３００にインストールされるだけではなく、ネットワーク上の配信サーバから提供さ
れるようにしてもよい。
【００６９】
　＜Ｃ．消費エンティティ１０およびコントローラ１００＞
　本実施の形態に従う商品取引システム１において、消費エンティティ１０は、必要に応
じて、必要な商品を自動的に注文することができる機能（以下、「自動注文機能」とも称
す。）を有している。
【００７０】
　消費エンティティ１０は、洗濯機などの機器５０の状態を監視し、機器５０の状態が予
め定められた条件を満たすと、当該条件に応じた商品を自動的に注文する（すなわち、購
入要求１２を生成および送信する）。
【００７１】
　以下の説明においては、機器５０の典型例として洗濯機を示すが、これに限らず、任意
の装置を対象とすることができる。家電製品としては、例えば、複写機・複合機・プリン
タ（商品：トナー、インク、紙など）、掃除機（商品：紙パック）、洗浄機能付シェーバ
ー（商品：洗浄液）、コーヒーメーカ（商品：コーヒー）、冷蔵庫（商品：飲料、食料な
ど）、エアコン（商品：フィルタ）、照明器具（商品：蛍光灯、ＬＥＤ電球など）などが
挙げられる。
【００７２】
　（ｃ１：処理手順）
　まず、本実施の形態に従う商品取引システム１の自動注文機能の処理手順について説明
する。
【００７３】
　図５は、本実施の形態に従う商品取引システム１の自動注文機能の処理手順を示すフロ
ーチャートである。図５に示す各ステップは、コントローラ１００のプロセッサ１０２が
自動注文プログラム１０８を実行することで実現される。
【００７４】
　図５を参照して、コントローラ１００は、対象の機器５０の状態値を取得する（ステッ
プＳ１００）。すなわち、コントローラ１００は、商品を消費する対象から当該商品の消
費状態に関する情報を取得する。機器５０が洗濯機であれば、機器５０の状態値としては
、例えば、洗剤、柔軟剤、漂白剤の残量といった値が想定される。
【００７５】
　コントローラ１００は、取得した機器５０の状態値が予め定められた条件を満たすか否
かを判断する（ステップＳ１０２）。すなわち、コントローラ１００は、取得した情報に
基づいて予め定められた条件が満たされたか否かを判断する。
【００７６】
　取得した機器５０の状態値が予め定められた条件を満たさなければ（ステップＳ１０２
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においてＮＯ）、以後の処理はスキップされる。
【００７７】
　取得した機器５０の状態値が予め定められた条件を満たしていれば（ステップＳ１０２
においてＹＥＳ）、コントローラ１００は、取得した機器５０の状態値に応じて、購入要
求１２を生成し（ステップＳ１０４）、生成した購入要求１２を運営サーバ３００へ送信
する（ステップＳ１０６）。すなわち、コントローラ１００は、予め定められた条件が満
たされたと判断すると、当該商品を購入するための購入要求１２を生成して外部へ送信す
る。そして、処理は終了する。
【００７８】
　このように、本実施の形態に従う商品取引システム１の自動注文機能においては、任意
の対象の状態に応じて、自動的に必要な商品を購入するための購入要求１２を生成および
送信できる。すなわち、コントローラ１００は、取得した情報（対象の機器５０の状態値
）に基づいて予め定められた条件が満たされたと判断すると、当該商品を購入するための
購入要求１２を生成して外部（運営サーバ３００）へ送信する要求生成機能を有している
。
【００７９】
　（ｃ２：状態値の取得）
　次に、状態値を取得する方法の一例について説明する。
【００８０】
　図６は、本実施の形態に従う商品取引システム１のコントローラ１００による状態値を
取得するための構成例を示す模式図である。図６には、洗濯機に装着される洗剤トレイ５
２を示す。洗剤トレイ５２の内部には洗剤５４が装填されており、洗濯機で洗濯が実行さ
れるたびに、必要な量が洗濯槽に供給される。
【００８１】
　コントローラ１００のセンシング部１４０は、洗剤トレイ５２に関連付けて配置されて
おり、洗剤トレイ５２内の洗剤５４の量に応じて、センシング部１４０の回転角度が変化
するようになっている。センシング部１４０は、回転角度に応じて、洗剤トレイ５２内の
洗剤５４の残量を示す信号を出力する。この出力される信号に基づいて、洗剤トレイ５２
内の洗剤５４の残量が算出される。コントローラ１００は、算出された洗剤５４の残量に
基づいて、予め定められた条件が満たされるか否かを判断する。
【００８２】
　図７は、本実施の形態に従う商品取引システム１のコントローラ１００による状態値を
取得するための別の構成例を示す模式図である。図７には、コントローラ１００の内部イ
ンターフェイス１３０が機器５０と接続されている例を示す。
【００８３】
　図７（Ａ）には、洗濯機である機器５０が保持している履歴情報５６の一例を示す。コ
ントローラ１００は、内部インターフェイス１３０を介して、機器５０が保持している履
歴情報５６などにアクセスし、機器５０における洗濯の実行履歴を取得する。そして、コ
ントローラ１００は、取得した洗濯の実行履歴に基づいて、洗剤の消費量および残量など
を算出する。
【００８４】
　図７（Ｂ）には、コントローラ１００により算出される洗剤の残量の推定結果１６０の
一例を示す。コントローラ１００は、図７（Ｂ）に示すような推定結果１６０に基づいて
、予め定められた条件が満たされるか否かを判断する。例えば、推定結果１６０に対して
、所定のしきい値１６２を設定しておき、そのしきい値１６２を下回ったとき、あるいは
、そのしきい値１６２を下回る時期を予測して、購入要求１２を生成するようにしてもよ
い。
【００８５】
　なお、状態値を取得する方法は、図６および図７に示す構成に限られず、対象の機器５
０および対象の商品に応じた任意の取得方法を採用できる。さらに、状態値を取得する処
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理および構成の一部または全部をユーザが担当するようにしてもよい。例えば、ユーザが
残量を目視し、その目視によって得られた残量をコントローラ１００に入力するような形
態を採用してもよい。
【００８６】
　（ｃ３：条件および購入要求）
　次に、自動注文機能に係る条件および生成される購入要求１２の一例について説明する
。
【００８７】
　図６および図７に示すように、コントローラ１００は、対象の機器５０における洗剤５
４の残量などを取得できるので、例えば、購入要求１２を生成するための条件としては、
取得された洗剤５４の残量が所定の下限以下になっている、などと設定できる。このよう
な条件が満たされると、コントローラ１００は、購入要求１２を生成する。
【００８８】
　図８は、本実施の形態に従う商品取引システム１のコントローラ１００が生成する購入
要求１２の一例を示す模式図である。
【００８９】
　図８（Ａ）を参照して、コントローラ１００（消費エンティティ１０）が生成する購入
要求１２は、商品情報１２１と、個数情報１２２と、希望価格１２３とを含む。
【００９０】
　商品情報１２１には、購入対象の商品を特定するための特定情報（後述するような、商
品コード）が格納される。
【００９１】
　個数情報１２２は、オプショナルな情報であり、購入対象の商品の個数を特定するため
の情報が任意に設定される。例えば、商品の購入数が常に１個であれば、個数情報１２２
を省略してもよい。
【００９２】
　希望価格１２３は、オプショナルな情報であり、商品の特性や市場の特性などに応じて
任意に設定される。例えば、希望価格１２３には、具体的な購入希望価格に代えて、「最
安値」などと設定することもできる。この場合には、後述する運営サーバ３００において
最安値を提示する供給者２０との間で、取引が成立することになる。
【００９３】
　このように、購入要求１２は、購入を希望する商品を特定する情報の一例である商品情
報１２１を含む。また、購入要求１２は、購入を希望する商品の数（個数情報１２２）、
および、商品を購入する際の希望価格（希望価格１２３）の少なくとも一方を含んでいて
もよい。
【００９４】
　さらに、上述の図７（Ｂ）に示すような洗剤の残量の推定結果１６０を利用できる場合
には、どのタイミングで洗剤が消費尽くされるかを予測することができる。このような場
合には、購入対象の商品が対象の機器５０まで配送される期限を概ね決定できる。
【００９５】
　そこで、図８（Ｂ）に示すように、コントローラ１００（消費エンティティ１０）が生
成する購入要求１２には、配送期限１２４をさらに含めるようにしてもよい。運営サーバ
３００は、購入要求１２に配送期限１２４が含まれている場合には、指定されている配送
期限１２４に間に合うように、供給者２０とのマッチング処理を実行する。
【００９６】
　このように、購入要求１２は、取得した情報に基づいて決定される配送期限（配送期限
１２４）を含んでいてもよい。
【００９７】
　図８には、購入要求１２の一例を示すが、これに限られず任意のデータ構造を採用して
もよい。
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【００９８】
　また、図８に示す購入要求１２に、送信元の消費エンティティ１０（コントローラ１０
０）を特定するための情報を含めるようにしてもよい。一方で、コントローラ１００と運
営サーバ３００との間において、セキュアなデータ交換が実行される場合には、そのデー
タ交換の手続きにおいて、コントローラ１００を一意に特定するための情報を事前に運営
サーバ３００へ提供してもよい。このような方法を採用することで、購入要求１２に秘匿
することが好ましい情報を含める必要がなくなり、セキュリティ上のリスクを低減できる
。
【００９９】
　＜Ｄ．供給者２０および供給者端末２００＞
　次に、本実施の形態に従う商品取引システム１の供給者２０（供給者端末２００）にお
ける処理の一例について説明する。
【０１００】
　供給者２０は、供給者端末２００を操作して、消費エンティティ１０に提供できる商品
の在庫管理を行うととともに、販売要求２２を生成して、運営サーバ３００へ送信する。
すなわち、供給者端末２００は、商品を販売するための販売要求２２を生成して外部（運
営サーバ３００）へ送信する要求生成機能を有している。
【０１０１】
　図９は、本実施の形態に従う商品取引システム１の供給者端末２００が提供するユーザ
インターフェイス画面の一例を示す模式図である。図９を参照して、ユーザインターフェ
イス画面２５０は、販売要求２２を生成するための供給者２０からの指示を受け付ける。
【０１０２】
　より具体的には、ユーザインターフェイス画面２５０は、供給者２０が販売可能な商品
の一覧を示すリスト２５２を含む。リスト２５２は、供給者２０が販売可能な各商品を特
定するための商品コードを示す商品コード欄２５４と、各商品の商品名を示す商品名欄２
５６と、各商品の販売希望価格を示す販売価格欄２５８と、各商品の販売希望個数を示す
販売個数欄２６０と、各商品の販売希望個数のうち取引が未だ成立していない個数を示す
残り個数欄２６２と、購入希望販売の一部の個数についてのみ要求内容が合致した場合に
、当該要求内容が合致した個数についてのみ取引成立として処理するか否かを設定する一
部取引欄２６４とを含む。
【０１０３】
　供給者２０は、販売可能な商品をリスト２５２に登録するとともに、各商品について、
販売希望価格（販売価格欄２５８）および販売希望価格（販売個数欄２６０）を入力する
。
【０１０４】
　供給者２０は、検索ボタン２６６を選択して、商品名または商品を特定するコードなど
を入力することで、販売可能な商品を検索してリスト２５０２に登録できる。あるいは、
供給者２０は、コード読取ボタン２６８を選択して、端末に実装されているカメラなどで
購入を希望する商品に付されているバーコードやＱＲコード（登録商標）を読み取ること
で、販売可能な商品をリスト２５２に登録できる。
【０１０５】
　供給者２０は、内容変更ボタン２７０を選択して、リスト２５２に登録されている販売
希望価格（販売価格欄２５８）および販売希望価格（販売個数欄２６０）を任意に変更で
きる。供給者２０が変更した内容は、更新ボタン２７２が選択されることで反映される。
【０１０６】
　図６に示すようなユーザインターフェイス画面２５０を介して、供給者端末２００が販
売要求２２を生成し、運営サーバ３００へ送信する。
【０１０７】
　なお、商品取引システム１において取り扱われる商品は、パッケージなどに付される識
別情報を用いて特定されてもよい。このような識別情報としては、例えば、ＪＡＮ（Japa
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nese Article Number）コード、ＥＡＮ（European Article Number）コード、ＧＴＩＮ－
１３、ＧＴＩＮ－８などの商品識別番号を用いてもよい。このような商品識別番号を用い
ることで、複数の国の間で流通する商品についても取り扱いを容易化できる。
【０１０８】
　さらに、集合包装用の識別情報を用いるようにしてもよい。集合包装用の識別情報は、
企業間の取引単位である集合包装（ケース、ボール、パレットなど）に対し設定される商
品識別番号を包含する。このような集合包装用の識別情報としては、ＧＴＩＮ－１４など
の集合包装用商品コードが知られている。集合包装用商品コードは、集合包装された個々
の商品についての商品識別番号を含むので、商品取引システム１においては、個々の商品
を取り扱うこともできるとともに、それらを集合させた状態で取り扱うこともできる。
【０１０９】
　なお、集合包装用商品コードは、ＩＴＦ（Inter-Leaved two of Five）シンボルなどの
バーコードシンボルとして具現化できる。
【０１１０】
　上述したような個別の商品を示す識別情報および集合包装用の識別情報を併用すること
で、商品の特性や供給者２０の事情に応じたより柔軟な取引を実現できる。
【０１１１】
　＜Ｅ．運営サーバ３００＞
　次に、本実施の形態に従う商品取引システム１の運営サーバ３００における処理の一例
について説明する。
【０１１２】
　（ｅ１：ユーザ管理）
　商品取引システム１の運営サーバ３００は、マッチング処理に必要なユーザ情報を管理
する。
【０１１３】
　図１０は、本実施の形態に従う商品取引システム１の運営サーバ３００によるユーザ管
理の一例を説明するための図である。図１０（Ａ）には、消費エンティティ１０の各々を
管理するための管理情報３５０の一例を示し、図１０（Ｂ）には、供給者２０の各々を管
理するための管理情報３６０の一例を示す。
【０１１４】
　図１０（Ａ）を参照して、消費エンティティ１０の各々を管理するための管理情報３５
０は、消費エンティティ１０の配送先（住所あるいは緯度経度）を示す配送先情報３５２
を含む。管理情報３５０に含まれる配送先情報３５２は、消費エンティティ１０から受信
した購入要求１２の配送先情報として利用されてもよい。但し、消費エンティティ１０の
コントローラ１００にＧＰＳ１１２が実装される場合には、ＧＰＳ１１２からのコントロ
ーラ１００の位置情報を購入要求１２に含めるようにすれば、配送先情報３５２を省略し
てもよい。
【０１１５】
　管理情報３５０は、消費エンティティ１０の口座の残高を示す残高情報３５４を含む。
残高情報３５４は、消費エンティティ１０および供給者２０の各々が保有する経済的価値
を管理する口座を具現化したものである。経済的価値としては、特定の通貨での金額が想
定されているが、仮想通貨のようなものであってもよいし、商品取引システム１において
利用される独自ポイントであってもよい。
【０１１６】
　運営サーバ３００は、消費エンティティ１０が購入要求１２を生成すると、対応する残
高情報３５４から、購入要求１２に基づいて決定される購入予定額をリザーブ（予約）す
る。すなわち、運営サーバ３００は、購入要求１２に応じて決定される価値を対応する消
費エンティティ１０の口座から予約する。
【０１１７】
　管理情報３５０は、消費エンティティ１０の取引情報を示す購入履歴３５６を含む。運
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営サーバ３００は、取引が成立するたびに購入履歴３５６の内容を更新する。なお、運営
サーバ３００は、取引が成立する場合に加えて、消費エンティティ１０が購入要求１２を
生成するたびに、その内容を残高情報３５４に反映するようにしてもよい。
【０１１８】
　図１０（Ｂ）を参照して、供給者２０の各々を管理するための管理情報３６０は、供給
者２０の口座の残高を示す残高情報３６４を含む。運営サーバ３００は、いずれかの消費
エンティティ１０と供給者２０との間で取引が成立すると、当該取引によって遣り取りさ
れる金額が対応する残高情報３６４に加算される。
【０１１９】
　管理情報３６０は、供給者２０の取引情報を示す販売履歴３６６を含む。運営サーバ３
００は、取引が成立するたびに販売履歴３６６の内容を更新する。
【０１２０】
　上述したように、運営サーバ３００は、図１０に示される管理情報３５０および管理情
報３６０を用いて、消費エンティティ１０と供給者２０との間の取引に関する情報を管理
する。
【０１２１】
　（ｅ２：マッチング処理）
　次に、商品取引システム１の運営サーバ３００におけるマッチング処理の一例について
説明する。図１１および図１２は、本実施の形態に従う商品取引システム１の運営サーバ
３００におけるマッチング処理の処理手順を示すフローチャートである。図１１および図
１２には、消費エンティティ１０と供給者２０との間の商品取引をコンピュータが実行す
る商品取引方法が示される。
【０１２２】
　図１１および図１２に示す各ステップは、典型的には、運営サーバ３００のプロセッサ
３０１がマッチングプログラム３１２および決済プログラム３１４（商品取引プログラム
に相当）を実行することで実現される。
【０１２３】
　図１１および図１２を参照して、運営サーバ３００は、消費エンティティ１０のコント
ローラ１００からの購入要求１２または供給者２０の供給者端末２００からの販売要求２
２を受信したか否かを判断する（ステップＳ３００）。コントローラ１００からの購入要
求１２または供給者端末２００からの販売要求２２を受信していれば（ステップＳ３００
においてＹＥＳ）、運営サーバ３００は、受信した購入要求１２または販売要求２２を要
求キュー３１６に格納する（ステップＳ３０２）。
【０１２４】
　続いて、運営サーバ３００は、受信した要求が購入要求１２であるか否かを判断する（
ステップＳ３０４）。受信した要求が購入要求１２であれば（ステップＳ３０４において
ＹＥＳ）、運営サーバ３００は、当該受信した購入要求１２の内容に基づいて決定される
購入予定額が、購入要求１２を送信した消費エンティティ１０の口座に存在するか否かを
判断する（ステップＳ３０６）。
【０１２５】
　購入予定額が消費エンティティ１０の口座に存在していれば（ステップＳ３０６におい
てＹＥＳ）、運営サーバ３００は、消費エンティティ１０の口座から購入予定額をリザー
ブ（予約）する（ステップＳ３０８）。そして、ステップＳ３１０以下のマッチング処理
が実行される。
【０１２６】
　購入予定額が消費エンティティ１０の口座に存在していなければ（ステップＳ３０６に
おいてＮＯ）、運営サーバ３００は、ステップＳ３１０以下のマッチング処理を実行しな
い。この際、運営サーバ３００は、購入要求１２を生成できない旨を消費エンティティ１
０のコントローラ１００に通知してもよい。
【０１２７】
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　受信した要求が販売要求２２であれば（ステップＳ３０４においてＮＯ）、ステップＳ
３０６およびＳ１０８の処理はスキップされる。
【０１２８】
　消費エンティティ１０のコントローラ１００からの購入要求１２または供給者２０の供
給者端末２００からの販売要求２２を受信していなければ（ステップＳ３００においてＮ
Ｏ）、運営サーバ３００は、消費エンティティ１０のコントローラ１００から購入要求１
２の変更または供給者２０の供給者端末２００から販売要求２２の変更を受信したか否か
を判断する（ステップＳ３０９）。消費エンティティ１０のコントローラ１００から購入
要求１２の変更または供給者２０の供給者端末２００から販売要求２２の変更を受信して
いれば（ステップＳ３００においてＹＥＳ）、ステップＳ３１０以下のマッチング処理が
実行される。
【０１２９】
　消費エンティティ１０のコントローラ１００から購入要求１２の変更および供給者２０
の供給者端末２００から販売要求２２の変更のいずれも受信していなければ（ステップＳ
３００においてＮＯ）、ステップＳ３００以下の処理が繰り返される。
【０１３０】
　消費エンティティ１０のコントローラ１００から購入要求１２の変更および供給者２０
の供給者端末２００から販売要求２２の変更を受信していなければ（ステップＳ３００に
おいてＮＯ）、ステップＳ３００以下の処理が繰り返される。
【０１３１】
　運営サーバ３００は、新たに受信または更新された要求が購入要求１２および販売要求
２２のいずれであるかを判断する（ステップＳ３１０）。
【０１３２】
　新たに受信または更新された要求が購入要求１２であれば（ステップＳ３１０において
「購入要求」）、運営サーバ３００は、当該新たに受信または更新された購入要求１２を
マッチング対象の購入要求１２に設定し（ステップＳ３１２）、要求キュー３１６に格納
されている販売要求２２のうち１つをマッチング候補として選択する（ステップＳ３１４
）。そして、運営サーバ３００は、マッチング対象の購入要求１２とマッチング候補の販
売要求２２とを比較して、互いの要求内容が合致するか否かを判断する（ステップＳ３１
６）。
【０１３３】
　マッチング対象の購入要求１２とマッチング候補の販売要求２２との間で、互いの要求
内容が合致すれば（ステップＳ３１６においてＹＥＳ）、運営サーバ３００は、取引成立
と決定し、対象の購入要求１２および販売要求２２にそれぞれ対応する消費エンティティ
１０および供給者２０に通知し（ステップＳ３１８）、対象の購入要求１２および販売要
求２２を、対象の商品の配送完了待ちのステータスに変更する（ステップＳ３２０）。そ
して、マッチング処理は終了する。
【０１３４】
　マッチング対象の購入要求１２とマッチング候補の販売要求２２との間で、互いの要求
内容が合致しなければ（ステップＳ３１６においてＮＯ）、運営サーバ３００は、要求キ
ュー３１６に格納されているすべての販売要求２２についてマッチング処理が完了したか
否かを判断する（ステップＳ３２２）。要求キュー３１６に格納されている販売要求２２
のうちマッチング処理が行われていないものがあれば（ステップＳ３２２においてＮＯ）
、運営サーバ３００は、未だマッチング処理が行われていない１つの販売要求２２をマッ
チング候補として選択し（ステップＳ３２４）、ステップＳ３１６以下の処理を繰り返す
。
【０１３５】
　一方、要求キュー３１６に格納されているすべての販売要求２２についてマッチング処
理が完了していれば（ステップＳ３２２においてＹＥＳ）、運営サーバ３００は、互いの
要求内容が合致する購入要求１２と販売要求２２とが見つからなかった判断し、マッチン
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グ処理を終了する。
【０１３６】
　新たに受信または更新された要求が販売要求２２であれば（ステップＳ３１０において
「販売要求」）、運営サーバ３００は、当該新たに受信または更新された販売要求２２を
マッチング対象の販売要求２２に設定し（ステップＳ３３２）、要求キュー３１６に格納
されている購入要求１２のうち１つをマッチング候補として選択する（ステップＳ３３４
）。そして、運営サーバ３００は、マッチング対象の販売要求２２とマッチング候補の購
入要求１２とを比較して、互いの要求内容が合致するか否かを判断する（ステップＳ３３
６）。
【０１３７】
　マッチング対象の販売要求２２とマッチング候補の購入要求１２との間で、互いの要求
内容が合致すれば（ステップＳ３３６においてＹＥＳ）、運営サーバ３００は、取引成立
と決定し、対象の販売要求２２および購入要求１２にそれぞれ対応する供給者２０および
消費エンティティ１０に通知し（ステップＳ３３８）、対象の販売要求２２および購入要
求１２を、対象の商品の配送完了待ちのステータスに変更する（ステップＳ３４０）。そ
して、マッチング処理は終了する。
【０１３８】
　マッチング対象の販売要求２２とマッチング候補の購入要求１２との間で、互いの要求
内容が合致しなければ（ステップＳ３３６においてＮＯ）、運営サーバ３００は、要求キ
ュー３１６に格納されているすべての購入要求１２についてマッチング処理が完了したか
否かを判断する（ステップＳ３４２）。要求キュー３１６に格納されている購入要求１２
のうちマッチング処理が行われていないものがあれば（ステップＳ３４２においてＮＯ）
、運営サーバ３００は、未だマッチング処理が行われていない１つの購入要求１２をマッ
チング候補として選択し（ステップＳ３４４）、ステップＳ３３６以下の処理を繰り返す
。
【０１３９】
　一方、要求キュー３１６に格納されているすべての購入要求１２についてマッチング処
理が完了していれば（ステップＳ３４２においてＹＥＳ）、運営サーバ３００は、互いの
要求内容が合致する販売要求２２と購入要求１２とが見つからなかった判断し、マッチン
グ処理を終了する。
【０１４０】
　＜Ｆ．変形例＞
　上述の説明においては、本実施の形態に従う商品取引システム１の典型例について説明
したが、以下のような各種の変形例の適用が可能である。なお、以下に説明する変形例は
、任意に組み合わせて適宜適用できる。
【０１４１】
　（ｆ１：ＥＶＥＲ／ＩＰ（登録商標））
　本実施の形態に従う商品取引システム１を構成する各デバイスの通信プロトコルとして
、コネクトフリー株式会社が提供するＥＶＥＲ／ＩＰ（登録商標）を採用してもよい。Ｅ
ＶＥＲ／ＩＰを採用した場合において、コントローラ１００、供給者端末２００および運
営サーバ３００の各デバイスは、認証済みＩＰアドレスを有することになる。すなわち、
コントローラ１００、供給者端末２００および運営サーバ３００の各デバイスは、認証済
みＩＰアドレスを用いて、送信先との間でデータ通信を行うネットワークインターフェイ
ス（通信部）を有することになる。
【０１４２】
　ここで、「認証済みＩＰアドレス」は、通信先あるいは第三者に対して、各デバイスが
保持しているＩＰアドレスの正当性が保証されている状態を意味する。ＥＶＥＲ／ＩＰに
おいては、「認証済みＩＰアドレス」は、不可逆な暗号学的ハッシュ関数によって生成さ
れるとともに、認証局によって直接的または間接的に認証されたＩＰアドレスであること
を意味する。このような認証済みＩＰアドレスを用いることで、各デバイスがデータ通信
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に利用するＩＰアドレスが偽装されていないことを保証できる。
【０１４３】
　より具体的には、認証済みＩＰアドレスは、各デバイスが保持する秘密鍵および公開鍵
からなる鍵ペアと、予め定められたハッシュ関数とを用いて生成される。予め定められた
ハッシュ関数に公開鍵を入力することでハッシュ値を算出し、その算出されたハッシュ値
の全部または一部が各デバイスの認証済みＩＰアドレスとなる。デバイス間で予め定めら
れたハッシュ関数を共有しておくことで、他のデバイスから取得した公開鍵に基づいて、
当該公開鍵の送信元であるデバイスのＩＰアドレスを決定できるとともに、その正当性を
認証できる。
【０１４４】
　例えば、コントローラ１００は、生成した購入要求１２の送信先である運営サーバ３０
０との間で認証済みＩＰアドレスを用いてデータ通信を行う。また、供給者端末２００は
、生成した販売要求２２の送信先である運営サーバ３００との間で認証済みＩＰアドレス
を用いてデータ通信を行う。認証済みＩＰアドレスを用いることで、購入要求１２および
販売要求２２を送信したデバイス自体を認証でき、なりすましなどによる不正な売買を防
止できる。
【０１４５】
　（ｆ２：マッチング処理の簡素化）
　上述の説明においては、同一の商品が複数の供給者２０から提供される場合を想定した
マッチング処理を例示したが、特定の商品を提供する供給者２０が一つであった場合には
、マッチング処理を簡素化してもよい。
【０１４６】
　この場合には、運営サーバ３００が消費エンティティ１０（コントローラ１００）から
の購入要求１２を受信すると、受信した購入要求１２の内容に従って、取引を成立させる
ようにしてもよい。
【０１４７】
　この場合、消費エンティティ１０と供給者２０との間で予め取り決めた価格を採用して
もよい。
【０１４８】
　（ｆ３：配送費）
　購入要求１２と販売要求２２とのマッチング処理においては、配送費を考慮するように
してもよい。すなわち、運営サーバ３００は、供給者２０から消費エンティティ１０まで
の特定の商品を配送するための配送費を反映した上で、購入要求１２と販売要求２２とが
マッチングするか否かを判断する。この配送費の考慮にあたっては、消費エンティティ１
０と供給者２０との間の距離を考慮してもよい。以下、配送費の算出方法の一例について
説明する。
【０１４９】
　図１３は、本実施の形態に従う商品取引システム１において利用される配送費定義３２
６の一例を示す図である。図１３に示す配送費定義３２６は、商品ごと（図１３の例では
「商品Ａ」）に配送費を定義する。配送費定義３２６においては、消費エンティティ１０
と供給者２０との間の距離を区分（区分１～５）して、区分ごとに配送費が定義される。
購入要求１２または販売要求２２において配送費の算出が必要な場合には、消費エンティ
ティ１０の配送先情報３５２および配送費定義３２６を参照して、配送費が決定される。
【０１５０】
　図１３に示される配送費定義３２６は、販売要求２２の配送費定義として利用されても
よい。
【０１５１】
　図１４は、本実施の形態に従う商品取引システム１において利用される配送費定義３２
７の別の一例を示す図である。図１４に示す配送費定義３２７は、基本的にはすべての商
品に対して配送費を定義する。配送費定義３２７においては、消費エンティティ１０と供
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給者２０との間の距離を区分（区分１～５）して、区分ごとに配送費が定義される。
【０１５２】
　いずれかの商品について配送費の算出が必要な場合には、商品ごとの重量を示す重量テ
ーブル３２８を参照して、各商品についての重量が決定され、当該決定された重量を配送
費定義３２７に適用することで、配送費が決定される。
【０１５３】
　なお、図１３および図１４には、消費エンティティ１０と供給者２０との間の距離を区
分して、各区分について配送費が定義されている例を示したが、これに限らず、単位距離
（例えば、１ｋｍ）あたりに配送費を定義するようにしてもよい。さらに、国内用および
海外用の配送費定義をそれぞれ規定してもよい。
【０１５４】
　以上のように、本実施の形態に従う商品取引システム１においては、上述したような配
送費定義を利用することで、必要な配送費を算出できる。このように算出される配送費を
考慮して、マッチング処理を行うようにしてもよい。
【０１５５】
　（ｆ４：利用料）
　本実施の形態に従う商品取引システム１を利用する費用については、消費エンティティ
１０および供給者２０のいずれが負担するようにしてもよい。例えば、消費エンティティ
１０が消費を購入するたびに、商品の価格に所定率（例えば、１．０％）を乗じた額が自
動的に利用料として口座から引き落とされるようにしてもよい。
【０１５６】
　あるいは、商品を供給する供給者２０が販売した商品の数あるいは販売額に応じた利用
料を負担するようにしてもよい。さらに、商品を供給する供給者２０は、供給する商品の
数などに応じて定まる一定額を利用料として負担するようにしてもよい。このような利用
料の負担については、任意に設計できる。
【０１５７】
　但し、利用料を自動的に算出および徴収できるように、消費エンティティ１０および供
給者２０の口座に関連付けた処理の実装が好ましい。
【０１５８】
　（ｆ５：メタ商品）
　本実施の形態に従う商品取引システム１においては、同一種類の複数の商品をまとめて
１つの商品として取り扱うようにしてもよい。このような商品を「メタ商品」とも称す。
【０１５９】
　例えば、「洗剤」については、様々な商品が提供されているが、消費エンティティ１０
の一部は、特定の生産者および商品を特定することまでは行わず、単に「洗剤」を購入し
たいと希望するものも存在する。
【０１６０】
　そこで、例えば、「Ａ社製の洗剤ＡＡＡ」といった商品を特定せず、包括的な商品種別
を規定するメタ商品を規定してもよい。
【０１６１】
　このようなメタ商品にいずれの商品が含まれるのかという対応付け情報を運営サーバ３
００に保持しておくことで、消費エンティティ１０は、「洗剤」（いずれの商品かは問わ
ない）を注文できる。
【０１６２】
　一方、供給者２０は、メタ商品が要求する商品種別に該当さえすれば、任意の商品を提
供できるので、在庫処分などをより容易に行うことができる。
【０１６３】
　なお、各メタ商品にどのような商品を含めるのかについては、運営サーバ３００側で管
理してもよいし、各メタ商品に含ませることのできる条件を明示して、当該条件に従って
供給者２０側でメタ商品として販売するようにしてもよい。運営サーバ３００側でメタ商
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品を管理する場合には、メタ商品を示す商品識別番号と、当該メタ商品に含まれる特定の
１または複数の商品の各々を示す商品識別番号とを対応付けるテーブルを保持するように
してもよい。
【０１６４】
　このように、メタ商品を利用可能にすることで、より柔軟な商品の取引を実現できる。
　（ｆ６：有効期限オプション）
　消費エンティティ１０および供給者２０は、取引が成立するまでは、購入要求１２およ
び販売要求２２をそれぞれ任意に取り消しあるいは撤回できるようにしてもよい。さらに
、商品の特性によっては、特定に期限までに購入または販売しなければならない場合もあ
る。
【０１６５】
　このようなニーズを考慮して、購入要求１２および販売要求２２について有効期限を設
定するようにしてもよい。より具体的には、消費エンティティ１０および供給者２０は、
任意の購入要求１２および販売要求２２を生成したときに、取引が成立しなければ、要求
を取り消しあるいは撤回する期限（有効期限の条件）を付加できるようにしてもよい。
【０１６６】
　運営サーバ３００は、有効期限が指定された購入要求１２および販売要求２２について
は、指定された有効期限が到来しても取引が成立していなければ、対応する購入要求１２
または販売要求２２を強制的に取り消す。このような有効期限の条件を購入要求１２また
は販売要求２２に付加することで、時期に遅れて取引が成立してしまうような事態を回避
できる。
【０１６７】
　有効期限の指定方法としては、特定の日付、特定の日時、今日中、今週中、今月中など
の任意の方法を採用してもよい。
【０１６８】
　（ｆ７：在庫有無オプション）
　供給者２０は特定の商品を常時供給することが予定されているが、何からの事情で一時
的に商品を供給できない状況になっている可能性もある。このような場合、商品が入荷次
第、商品は消費エンティティ１０へ配送されることになるが、商品入荷まで待たされるこ
とになる。
【０１６９】
　そこで、消費エンティティ１０が購入要求１２を生成する際に、指定した商品の在庫の
有無を条件として追加するようにしてもよい。より具体的には、供給者２０が在庫を有し
ている場合に限って取引を成立させるのか、あるいは、供給者２０が在庫を有していなく
ても取引を成立させるのかを消費エンティティ１０が選択できるようにしてもよい。
【０１７０】
　供給者２０が在庫を有している場合に限って取引を成立させることが条件とされている
場合には、指定された商品が供給者２０の在庫として存在している場合に限って、取引が
成立することになる。
【０１７１】
　一方、供給者２０が在庫を有していなくても取引を成立させることが指定されている場
合には、供給者２０に対象の商品が入荷するまでの時間などを消費エンティティ１０に提
示するようにしてもよい。
【０１７２】
　（ｆ８：配送開始期限オプション）
　消費エンティティ１０は何らかの商品をなるべく早く手に入れたいと考えている場合も
ある。そこで、消費エンティティ１０が購入要求１２を生成する際に、指定した商品が供
給者２０から配送されるまでの期限を条件として追加するようにしてもよい。より具体的
には、消費エンティティ１０は、取引が成立してから商品が配送されるまでの時間（例え
ば、取引成立から６時間以内など）、あるいは、商品を配送すべき期限（例えば、１０月
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１日１５時など）を指定できるようにしてもよい。
【０１７３】
　このような条件が付加された購入要求１２が生成された場合には、運営サーバ３００は
、供給者２０からの配送可能時刻などの情報の提供を受けて、購入要求１２と販売要求２
２との間で要求内容が合致するか否かを判断する。
【０１７４】
　（ｆ９：配送可能範囲オプション）
　供給者２０の事業規模によっては、商品を配送できる範囲が制限される場合がある。こ
のような配送範囲の制限を考慮して、供給者２０が販売要求２２を生成する際に、商品を
配送可能な範囲を予め指定するようにしてもよい。より具体的には、供給者２０は、商品
を配送可能な範囲（例えば、日本国内のみ、５００ｋｍ否かなど）を指定できるようにし
てもよい。
【０１７５】
　このような条件が付加された販売要求２２が生成された場合には、運営サーバ３００は
、消費エンティティ１０の配送先情報（消費エンティティ１０の位置を示す情報）を参照
して、購入要求１２と販売要求２２との間で要求内容が合致するか否かを判断する。
【０１７６】
　＜Ｇ．商品取引システム１の別形態＞
　上述の説明においては、運営サーバ３００を中心とする商品取引システム１を例示する
が、このような運営サーバ３００を用いない構成を採用してもよい。すなわち、一種のピ
アトゥピアに類似した構成を採用してもよい。
【０１７７】
　（ｇ１：供給者２０主導のシステム）
　図１５は、本実施の形態に従う別の商品取引システム１Ａにおける処理の概要を説明す
るための図である。図１５を参照して、商品取引システム１Ａは、１または複数の消費エ
ンティティ１０と、供給者２０とを含む。図１５に示す商品取引システム１Ａにおいては
、運営サーバ３００が存在しない代わりに、供給者２０（供給者端末２００）が消費エン
ティティ１０（コントローラ１００）からの購入要求１２を処理する。
【０１７８】
　すなわち、供給者２０に配置された供給者端末２００がマッチング処理を実行する。但
し、供給者端末２００で実行されるマッチング処理においては、単一の供給者２０が販売
要求２２を生成するのみであるので、処理内容は簡素化されたものとなっている。
【０１７９】
　このように、運営サーバ３００を配置せず、供給者２０（供給者端末２００）と、１ま
たは複数の消費エンティティ１０（コントローラ１００）との間で通信を行って、必要に
応じて購入要求１２を処理するようにしてもよい。
【０１８０】
　図１５に示す商品取引システム１Ａにおいて、供給者２０に配置された供給者端末２０
０は、図３に示す構成に加えて、運営サーバ３００が有している機能（例えば、図４に示
されるマッチングプログラム３１２、決済プログラム３１４、要求キュー３１６、および
ユーザ情報３１８など）を含むようにしてもよい。
【０１８１】
　（ｇ２：配送管理サーバ４００を付加したシステム）
　図１５に示す商品取引システム１Ａにおいては、図１に示す商品取引システム１の運営
サーバ３００と同様の機能を有する供給者２０（供給者端末２００）を用いる構成例を示
すが、配送に関する処理については、別のサーバを配置してもよい。
【０１８２】
　図１６は、本実施の形態に従うさらに別の商品取引システム１Ｂにおける処理の概要を
説明するための図である。図１６を参照して、商品取引システム１Ｂは、図１５に示す商
品取引システム１Ａに対して配送管理サーバ４００をさらに追加した構成に相当する。
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【０１８３】
　配送管理サーバ４００は、供給者２０（供給者端末２００）と通信を行って、配送費お
よび配送者を管理する処理を実行する。すなわち、配送管理サーバ４００は、図１３およ
び図１４に示すような配送費定義３２６，３２７を有しており、配送費を決定する処理や
、複数の配送者から適切な配送者を決定する処理などを実行するようにしてもよい。
【０１８４】
　このように、配送に関する処理を担当する配送管理サーバ４００を配置することで、複
数の供給者２０（供給者端末２００）からの依頼を統括して、適切な配送者３０を決定で
きるので、効率的な配送を実現できる。また、利用可能な配送者が更新されても、配送管
理サーバ４００が保持する情報のみを更新すればよいので、柔軟なシステムを実現できる
。
【０１８５】
　＜Ｈ．その他の形態＞
　（ｈ１：自動注文機能の応用例）
　本実施の形態に従う商品取引システム１に係る自動注文機能は、様々な施設および業種
に応用が可能である。
【０１８６】
　例えば、ホテルの備品（歯ブラシ、タオル、スリッパ、シャンプー、トイレットペーパ
など）を自動的に注文するようなシステムに応用が可能である。この場合には、コントロ
ーラ１００とホテルの予約システムとを接続し、あるいは、ホテルの予約システムの一部
に自動注文プログラム１０８（図２）を組み込むことで、宿泊者延べ数などを取得でき、
その取得された宿泊者延べ数などの情報に基づいて、必要な備品を必要な数だけ自動的に
注文できるようにしてもよい。
【０１８７】
　また、例えば、フレッシュジュースショップにおいて、必要な原材料（牛乳、フルーツ
、コップ、ストローなど）を自動的に注文するようなシステムに応用が可能である。この
場合には、コントローラ１００とレジスターとを接続し、あるいは、レジスターの一部に
自動注文プログラム１０８（図２）を組み込むことで、販売されたジュースの数および種
類などを取得でき、その取得されたジュースの数および種類に基づいて、必要な原材料を
必要な数だけ自動的に注文できるようにしてもよい。
【０１８８】
　この場合、ジュースの種類ごとに消費される原材料の量が異なるので、ジュースの種類
ごとに消費される原材料の種類および量などの成分情報を予め規定しておき、その規定さ
れた成分情報に各ジュースの販売数を乗じることで、必要な原材料の種類および量を決定
できる。
【０１８９】
　このように、本実施の形態に従う商品取引システム１は、様々な分野のビジネスに応用
が可能である。
【０１９０】
　（ｈ２：口座）
　商品取引システム１においては、国際的な商品の取引も可能であり、このような場合に
は、ユーザの口座は、特定の通貨（例えば、日本円や米国ドルなど）で統一してもよいし
、複数の通貨からユーザが特定の通貨を選択するようにしてもよい。異なる通貨の口座間
で取引が行われる場合には、取引時の為替レートを考慮して、口座間で代金が遣り取りさ
れてもよい。
【０１９１】
　あるいは、任意の仮想通貨を用いて各ユーザの口座を管理するようにしてもよい。共通
の仮想通貨を用いることで、為替レートに基づく変換処理などを省略できる。
【０１９２】
　（ｈ３：分散配置）
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　上述の説明においては、運営サーバ３００がマッチング処理および決済処理を実行する
例を示すが、それぞれの処理を異なるサーバに実装してもよいし、複数の運営サーバ３０
０を用いて実装してもよい。例えば、国ごとまたは地域ごとに運営サーバ３００を用意す
るとともに、運営サーバ３００同士を連携することで、国際的な商品の取引を実現できる
。
【０１９３】
　＜Ｉ．利点＞
　本実施の形態に従う商品取引システム１によれば、コントローラ１００が商品を消費す
る対象から当該商品の消費状態に関する情報を取得し、当該取得した情報に基づいて予め
定められた条件が満たされたと判断すると、当該商品を購入するための購入要求１２を自
動的に生成して、運営サーバ３００などへ送信する。そして、運営サーバ３００を介して
商品の取引が実行される。このように、本実施の形態に従う商品取引システム１によれば
、状況に応じて自動的な取引を可能とするプラットフォームを提供できる。
【０１９４】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものでないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求
の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【０１９５】
　１，１Ａ，１Ｂ　商品取引システム、１０　消費エンティティ、１２　購入要求、２０
　供給者、２２　販売要求、３０　配送者、５０　機器、５２　洗剤トレイ、５４　洗剤
、５６　履歴情報、１００　コントローラ、１０２，２０１，３０１　プロセッサ、１０
４　主メモリ、１０６，２１０，３１０　ストレージ、１０８　自動注文プログラム、１
１０　制御部、１２０，２０３，３０３　ネットワークインターフェイス、１２１　商品
情報、１２２　個数情報、１２３　希望価格、１２４　配送期限、１３０　内部インター
フェイス、１４０　センシング部、１５０　出力部、１６０　推定結果、１６２　しきい
値、２００　供給者端末、２０２，３０２　メインメモリ、２０４，３０４　入力部、２
０５，３０５　ディスプレイ、２０６，３０６　内部バス、２１２　在庫管理プログラム
、２１８　在庫情報、２５０　ユーザインターフェイス画面、２５２，２５０２　リスト
、２５４　商品コード欄、２５６　商品名欄、２５８　販売価格欄、２６０　販売個数欄
、２６２　残り個数欄、２６４　一部取引欄、２６６　検索ボタン、２６８　コード読取
ボタン、２７０　内容変更ボタン、２７２　更新ボタン、３００　運営サーバ、３１２　
マッチングプログラム、３１４　決済プログラム、３１６　要求キュー、３１８　ユーザ
情報、３２６，３２７　配送費定義、３２８　重量テーブル、３５０，３６０　管理情報
、３５２　配送先情報、３５４，３６４　残高情報、３５６　購入履歴、３６６　販売履
歴、４００　配送管理サーバ。
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